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1. ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格 

 

ソムリエの職務が本職
．．
（主たる職業・職務）であり、全収入の６０％以上

．．．．．．．．．
をソムリエの職務＊3により

得ていることが必須条件となります（過去の経歴を含めた全ての期間）。 

ソムリエの職務が副業
．．
の場合、本職

．．
（主たる職業・職務）ではないため、ソムリエの受験は不可

．．．．．．．．．．
とな

ります（書類審査において不合格となります）。 

 

＜ソムリエ＞ 

一般 上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「実働時間月90時間以上の勤務で通

算3年以上」経験し、基準日＊1においても同条件で従事している方 

会員 基準日＊1において、会員歴が2年以上あるJ.S.A.正会員および賛助会員在籍者 

上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「実働時間月90時間以上の勤務で通

算2年以上」経験し、基準日＊1においても同条件で従事している方（会員歴が2年未満の会員は一般の

受験資格となります） 

*1 ソムリエの基準日：2026年8月31日 

 

＜ソムリエ・エクセレンス＞ 

• J.S.A.ソムリエおよびJ.S.A.ワインアドバイザー資格認定者 

• ソムリエおよびワインアドバイザー資格認定後3年目以降の方（1985〜2023年認定） 

• ソムリエ・エクセレンス呼称を保有していない方 

（2013年以降、年にシニアソムリエ、シニアワインアドバイザー、ソムリエ・エクセレンス呼称に合格された

方は受験不可。2012年以前にシニアソムリエ、シニアワインアドバイザー呼称に合格された方は受験可。） 

上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「実働時間月90時間以上の勤務で通算10

年以上」経験し、基準日＊2においても同条件で従事している方 

*2 ソムリエ・エクセレンスの基準日：2026年9月28日 
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2.＊3 ソムリエの職務 

 

◆酒類・飲料を提供する飲食サービス 

◆酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造 

◆酒類・飲料に携わる教育機関講師 

◆酒類・飲料に関するコンサルタント 

 

飲食サービスの内容は、 

料理を提供する場において、酒類・飲料を提供し、酒類・飲料の適切な紹介や専門的なアドバイス、接客のサ

ービスをする者、または調理従事者を指します(目安：全
．
職務
．．
の
．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

飲食の場がなくサービスを伴わない料理のみ製造・調理する場合は該当しません。 

例として、デパート・スーパーの食品売り場の調理・販売（テイクアウト）、弁当屋の調理・販売（テイクアウト・仕

出し・デリバリー・宅配）、学校・病院・福祉施設での調理・配膳 等は、料理を提供する場（飲食の場）がないた

め、原則ソムリエのご受験はできません。 

●全員：職務経歴書 ／ ●正社員以外または特定の職種：①従事証明書または②給与明細 他 

※代表者・事業主は、営業許可証のコピー、酒類販売免許のコピー、個人事業主は、印鑑登録証明書（３カ月

以内、コピー可） 

 

管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造の内容は、 

酒類・飲料を製造・仕入れ・管理・輸出入・流通・卸・販売する場において、酒類・飲料の取り扱いを主とした職

務に直接的に
．．．．

携わる
．．．

者を指します(目安：全
．
職務
．．
の
．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料を取り扱う職務に直接的に携わっていない場合は該当しません。 

例として、食品メインの仕入れ・卸・販売、飲料製造設備のメンテナンス、コーヒーメーカーの販売、グルメサ

イトの運営、デパート・スーパーのレジ・食品担当、果実・ぶどう（食用）・コーヒー（豆）・お茶（茶葉）・お酢（調味

料）・香料の製造・販売 等は、酒類・飲料の取り扱いを主とした職務に該当しないため、原則ソムリエのご受

験はできません。 

●全員：職務経歴書 ／ ●正社員以外または特定の職種：①従事証明書または②給与明細 他 

※代表者・事業主は、営業許可証のコピー、酒類販売免許のコピー、個人事業主は、印鑑登録証明書（３カ月

以内、コピー可） 
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教育機関講師の内容は、 

専門学校や料理教室などの教育機関において、酒類・飲料に携わる授業や講義を行う講師を指します(目

安：全
．
職務
．．
の
．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

酒類・飲料に関係のない授業や講義は該当しません。 

●全員：職務経歴書、①従事証明書、③月間スケジュール表・月間シフト表、④教室・学校・会社の概要、パンフ

レット、⑤確定申告書のコピーまたは⑥該当勤務先で発行された源泉徴収票（コピー可） 

※代表者・事業主は①～⑥＋印鑑登録証明書（３カ月以内、コピー可） 

 

コンサルタントの内容は、 

酒類・飲料に関するコンサルティングやプロデュース業務に携わる者を指します(目安：全
．
職務
．．
の
．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

酒類・飲料のコンサルタントとは、酒類・飲料の選定、酒類・飲料を含めたメニュー開発やマニュアル作成、酒

類・飲料と料理のペアリング、酒類・飲料の品質管理、飲料サービスの実務研修、酒類・飲料のイベント企画・

主催 等、酒類・飲料に直接的に携わる
．．．．．．．

コンサルティングやプロデュース業務を指します。 

受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料に関するコンサルティングやプロデュースに直接的に携わっていない場合は該

当しません。 

例として、飲食業の顧客のコンサルタント（中小企業診断士、経営士、経営コンサル、財務・人事コンサル、IT

系コンサル 等）は、経営・財務・人事・ITのコンサルティングであり、酒類・飲料に関するコンサルティングに

含まれません。 

●全員：職務経歴書、①従事証明書、③月間スケジュール表・月間シフト表、④会社の概要、パンフレット、⑤

確定申告書のコピーまたは⑥該当勤務先で発行された源泉徴収票（コピー可） 

※代表者・事業主は①～⑥＋印鑑登録証明書（３カ月以内、コピー可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼次のいずれかに該当する方は、出願時に表示される必要書類を事前にご用意ください。 

・非正規雇用（契約社員・派遣・パート・アルバイト・専従者）の方 

・代表者・事業主の方 

・勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種の方（飲食店：接待飲食等営業／航空・鉄道・船舶

会社 等） 

・その他ソムリエ職種の方（職種コードに該当がない業種・職種 等） 

▼書類提出の際、次のいずれかに該当する場合は、「従事証明書」を提出していただきます。 

また、必要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。 

・経歴の追加や従事期間の変更により従事年数が加算された場合 

・雇用形態を非正規雇用から正社員へ変更された場合 

・経歴・会社名・職務内容を大幅に変更された場合 
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3. 書類提出について 

 

受付期間： 2026年 10月 9日㈮ 〜 10月 20日㈫ 必着 

対 象 者 ： ソムリエ 二次試験通過者および免除対象者（三次試験受験者） 

 ソムリエ・エクセレンス 筆記試験通過者および免除対象者（テイスティング・実技受験者） 

上記の受験者は、全員、受付期間内に「職務経歴書」および「従事証明書や給与明細などの添付書

類」の提出をいただきます。 

 

＜注意事項＞ 

書類提出の「受付期間」の延長はいたしません。 

職務経歴書・従事証明書は、二次試験（筆記試験）当日に配布いたしますが、各種書類の取得に時間

を要すると想定される場合は、あらかじめご自身でマイページよりダウンロード・印刷の上、お早め

に準備を進めることをお勧めします。 

 

職務経歴書は、三次試験受験者（テイスティング・実技試験受験者）全員にご提出いただく書類で

す。 

免除対象者も書類の提出が必要です。過去に提出いただいた書類は保管しておりませんので、経歴

に必要な書類はすべて提出しください。 

 

提出にあたっては、「レターパックライト」をご利用ください。 

各自で郵便局にて「レターパックライト」をご購入のうえ、職務経

歴書・従事証明書等の必要書類を封入し、送付してください。 

郵便局（レターパック） 

https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/index.html 

 

期間内に書類を提出されなかった、また提出された書類が規定どおり正しく記載されていない、ま

たは受験資格を満たしていない場合、「書類審査不合格」となります。 

書類が整わないまま（書類未提出、書類不備、受験資格なし）三次試験（実技試験）を受験し、通過さ

れますと「最終合格」とならない上、それまでの免除権利が失効します（次年度以降の免除権利は付

与されません。  
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4. その他必要書類ついて 

 

過去も含め雇用形態に関わらず、書類審査の際、「職務内容」「実働時間数」「主たる収入の確認」「ソムリエの

職務が本職か」「ソムリエの職務が全収入の60%以上が」を証明いただくため、以下の書類の提出を求める

ことがあります。 

① 従事証明書 

契約社員・パート・アルバイト・派遣雇用の方、料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの方、個人事業主

の方、その他の方にも提出を求めることもある 

勤務先にて記入・証明・押印（受験者が記入した場合は受理しない）、現職の場合は基準日（2026年8月

31日）時点の従事内容を記載 

詳しくは、以降の「6-1．従事証明書が必要なケース」をご確認ください。 

② 給与明細（1ヶ月分、コピー可） 

契約社員・パート・アルバイト・派遣雇用の方、その他の方にも提出を求めることもある 

会社名・支給年月・受給者名・月間実働時間数の表記必須、現職の場合は基準日（2026年8月31日）以前

の給与明細 

③ 月間スケジュール表・月間シフト表 

料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの方、その他の方にも提出を求めることもある 

月間実働時間数の記載必須、勤務先の証明印必須 

④ 会社概要・パンフレット 

料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの方、その他の方にも提出を求めることもある 

事業内容の分かるもの 

⑤ 確定申告書のコピー 

料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの方、個人事業主・事業主の方、その他の方にも提出を求める

こともある 

⑥源泉徴収票（コピー可） 

料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの方、個人事業主・事業主の方、その他の方にも提出を求め求

めることもある 

⑦ 営業許可証のコピー 

事業主の方、事業主以外の方にも提出を求めることもある 

⑧ 酒類販売免許のコピー 

事業主の方、事業主以外の方にも提出を求めることもある 

⑨ 印鑑登録証明書（3ヵ月以内、コピー可） 

料理教室・教育機関の講師・コンサルタントの代表者、個人事業主の方 
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⑩青色申告決算書のコピー 

個人経営で専従者給与の対象の方 

専従者給与の内訳必須 

⑪白色収支内訳書のコピー 

個人経営で専従者給与の対象の方 

⑫ 業務委託契約書のコピー 

個人事業主の方 

甲乙の証明印必須 

⑬ 廃業届（控え）のコピー 

個人事業主の方（廃業された場合） 

⑭ 課税証明書のコピー 

業務委託の方、①、⑤、⑥、⑩、⑪で収入があることが証明できない方 

⑮ 納税証明書のコピー 

業務委託の方、①、⑤、⑥、⑩、⑪で収入があることが証明できない方 

⑯ 履歴事項全部証明書（3ヵ月以内、コピー可） 

事業主の方、事業主以外の方にも提出を求めることもある 

⑰ 閉鎖事項全部証明書のコピー 

事業主の方（閉鎖された場合） 

⑱ 法人税申告書のコピー 

事業主の方 

⑲ 決算報告書または事業報告書のコピー 

事業主の方 

⑳ 酒類の販売数量等報告書のコピー 

事業主の方、事業主以外の方にも提出を求めることもある 

21 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書1～4面のコピー 

事業主の方、事業主以外の方にも提出を求めることもある 

22 食品衛生責任者修了証のコピー 

事業主の方、⑦で営業の可否が証明できない方 
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5. 募集要項に記載の重要事項の説明 

 

受験者ご本人の職務について、ソムリエの職務が本職（主たる職業・職務）であり、全収入の６０％以上を

ソムリエの職務により得ていることが必須条件となります（過去の経歴を含めた全ての期間）。 

飲食サービスの内容は、料理を提供する場において、酒類・飲料をサービスするものまたは調理従事者を

指します。飲食の場がなくサービスを伴わない料理のみ製造・調理する場合は該当しません。 

酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造、教育機関講師、コンサルタントの内容は、酒類・

飲料の取り扱いを主とした職務に携わる者を指します。 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人が酒類・飲料を扱っていない、携わっていない場

合は、ソムリエの受験は不可となります。 

過去も含め雇用形態に関わらず職務内容、実働時間数、主たる収入の確認のため、過去の経歴も含め必

要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。 

詳しくは、前項の「4．その他必要書類ついて」をご確認ください。 

 

 

過去の経歴も含め雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種、または職

務内容や職種が「その他ソムリエ職種」の場合、「従事証明書」をご提出いただきます。 

 

 

5-1. 勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種 

勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種、勤務先の業種が多岐にわたりソムリエの職種に該当

しない事業が含まれる等、以下の業種で勤務される者を指します。 

・商社 ・ネット通販 ・デパート・スーパー 

・家電量販店・ドラックストア ・運送会社・倉庫 ・ゴルフ場・レジャー施設 

・カラオケ店・ライブハウス ・土産物店・アンテナショップ ・ケーキ・パンの製造・販売  

・食材の輸出入・卸・販売 ・業種が多岐にわたる会社 

該当の方は、正社員であっても「従事証明書」の提出が必要です。必要に応じてその他の確認書類を求め

ることがあります。 

※事業主、個人事業主の方は、以降 6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」もご参照 
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5-2. 職種が「飲食店（接待飲食等営業）」「航空・鉄道・船舶会社」に該当する方 

「飲食店（接待飲食等営業）」「航空・鉄道・船舶会社」は勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種 

に該当します。 

「飲食店（接待飲食等営業）」とは 

夜間営業で酒を出す飲食店（スナック、パブ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー 

等）で従事されている方を指します。 

「航空・鉄道・船舶会社」とは 

航空会社・鉄道会社・船舶会社で、飲食サービス・調理、飲料の販売等の従事をされている方（客室乗務員

含む）を指します。 

該当の方は、正社員であっても「従事証明書」の提出が必要です。必要に応じてその他の確認書類を求め

ることがあります。 

※事業主、個人事業主の方は、以降 6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」もご参照 

 

5-3. 職種が「その他ソムリエ職種」に該当する方 

「その他ソムリエ職種」は以下の職種に該当する者を指します。 

・ケータリング、出張料理人  ・キッチンカーでの調理・販売 

該当の方は、正社員であっても「従事証明書」の提出が必要です。必要に応じてその他の確認書類を求め

ることがあります。 

※事業主、個人事業主の方は、以降 6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」もご参照 
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過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、実働時間月 90時間以上勤務し、 

その収入において生計を立てていること（主たる収入であること）が条件となります（無給は不可）。 

その場合、給与明細（1カ月分、コピー可）と従事証明書、必要に応じて青色申告決算書のコピー 

（専従者給与の内訳）または白色収支内訳書のコピー、確定申告書のコピー、源泉徴収票（コピー可）、 

課税証明書（コピー可）などをご提出いただきます。 

無給での従事は証明ができないため、従事年数として含めることができません。 

 

 

5-4. 扶養控除内で従事されている方 

実働時間が毎月
．．

90時間以上でない場合、月 90時間に満たない月は従事期間として申請することはでき

ません（経験年数に含める事はできません）。 

その場合は、「給与明細」と「従事証明書」の両方をご提出ください。 

「職務経歴書」および「従事証明書」提出時、月 90時間に満たない月は、経験年数から差し引いてください。 

 

5-5. 学業と並行して従事されている方 

学業と並行してソムリエの職種に該当する従事をされている場合、正社員雇用であっても学業優先ですの

で、「給与明細」と「従事証明書」の両方のご提出が必要です。 

学生の期間と卒業後の期間について、同じ勤務先で従事されている場合、「学生の期間」と「卒業後の期間」

について、給与明細はそれぞれ 1通ずつ、従事証明書は実働時間を分けて記載してください（実働時間が全

く変わらない場合はその旨を記載）。 

また、親の扶養控除内で従事されている方は、上述の「5-4.扶養控除内で従事されている方」もご確認くだ

さい。 

 

5-6. 青色または白色事業専従者の方 

実働時間月 90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（主たる収入であること）が必須

となりますので、「従事証明書」をご提出ください。 

加えて、第三者の証明が必要となりますので、「青色申告決算書（専従者給与の内訳必須）」または「白色収支

内訳書」の提出をいただきます。 
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5-7. 家業として従事（手伝い）されている方 

実働時間月 90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（主たる収入であること）が必須

となりますので、「従事証明書」をご提出ください。 

加えて、第三者の証明が必要となりますので、「給与明細」と「源泉徴収票」の両方 または 「青色申告決算書 

/ 白色収支内訳書」 のどちらかのご提出をいただきます。 

いずれも提出ができない場合、「課税証明書」をご用意ください。 

無給での従事は証明ができませんので、その間の従事期間は経験年数として申請することはできません。 

書類の提出が出来ない方は、受験されても書類審査において不合格
．．．．．．．．．．．

（受験資格なし）となります。 
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6. ソムリエの職種：受験対象の事例 

 

6-1. 従事証明書が必要なケース 

前項の「5-1.勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種」「5-2.職種が「飲食店（接待飲食等営

業）」「航空・鉄道・船舶会社」に該当する方」「5-3.職種が「その他ソムリエ職種」に該当する方」について

は、職務経歴書の他、従事証明書のご提出が必須となります。 

従事証明書は勤務先にて記入すること（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

また、過去も含め雇用形態に関わらず職務内容、実働時間数、主たる収入の確認のため、過去の経歴も含

め必要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。 

詳しくは、前項の「4．その他必要書類ついて」をご確認ください。 

受験者が事業主、個人事業主の方は、以降6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」も併せてご

確認ください。 

 

▼勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種 

前項の「5-1.勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種」勤務先でソムリエの職務に従事され

ている方（以下ご参照）は、過去も含め雇用形態に関わらず、従事証明書のご提出が必要 

・商社 ・ネット通販 ・デパート・スーパー 

・家電量販店・ドラックストア ・運送会社・倉庫 ・ゴルフ場・レジャー施設 

・カラオケ店・ライブハウス ・土産物店・アンテナショップ ・ケーキ・パンの製造・販売  

・食材の輸出入・卸・販売 ・業種が多岐にわたる会社 

職務経歴書および従事証明書の入社・退社には、受験者ご本人が酒類・飲料に関する職務に携わってい

る期間を記載すること 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人が酒類・飲料の担当でない場合は、ソムリエの

受験は不可 

その他必要に応じて、営業許可証のコピー、酒類販売免許のコピー、月間スケジュール表・月間シフト

表、会社の概要・パンフレット、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票（コピー可）等の提出を求めること

がある 

※6-3.の「ソムリエの職種・受験資格に該当しないケース」」も併せてご確認ください 

◇ケーキ・パンの製造・販売 

ケーキ・パンの製造・販売と共に料理を提供する場（飲食の場）があることが必須条件 

ケーキ・パンの製造・販売のみで、料理を提供する場（飲食の場）がない場合、または、ケーキ・パンの販

売が主たる職務であり、酒類・飲料の販売が主たる職務（全職務の 60％以上の従事）に該当しない場

合、ソムリエの受験は不可 

従事証明書に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記する

こと（受験者ご本人が記載した場合は受理しない） 

その他必要に応じて、メニュー表（飲料含む）、飲食の場があることがわかる写真、営業許可証のコピー、

月間スケジュール表・月間シフト表、会社の概要・パンフレット、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票

（コピー可）等の提出を求めることがある 
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◇勤務先の業種が多岐にわたり、ソムリエの職種に該当しない期間が含まれる 

ソムリエの職務に該当する部門での経歴が受験資格の年数を満たしていれば受験は可能（ソムリエの職

務でない部門での経歴は経験年数から除外すること） 

過去も含め雇用形態に関わらず、従事証明書の入社・退社にソムリエの職務の期間、職務内容を勤務先

にて記入・証明・押印をいただき提出が必要 

◇配膳人紹介所、人材派遣会社に登録 

派遣先の業種が多岐にわたる場合（酒類・飲料に携わる職務以外が含まれる場合）は従事証明書の提出

が必要 

派遣先の業種がホテルやブライダル等に限定される場合、従事証明書は不要だが、必ず給与明細にて

派遣先の確認ができることが必須 

▼職種が「飲食店（接待飲食等営業）」「航空・鉄道・船舶会社」に該当する方 

前項の「5-2.職種が「飲食店（接待飲食等営業）」「航空・鉄道・船舶会社」に該当する方」に該当されてい

る方（以下ご参照）は、過去も含め雇用形態に関わらず、従事証明書のご提出が必要 

・スナック、パブ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーでの飲食サービス・調理 

・客室乗務員、空港内でのサービス調理・販売、観光列車やクルーズ船・屋形船でのサービス・調理・販売 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人が酒類・飲料を扱っていない、携わっていない

場合は、ソムリエの受験は不可 

その他必要に応じて、営業許可証のコピー、酒類販売免許のコピー、食品衛生責任者修了証のコピー

（営業許可証がない場合のみ）、業務委託契約書のコピー、月間スケジュール表・月間シフト表、会社の概

要・パンフレット、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票（コピー可）等の提出を求めることがある 

◇スナック、パブ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーでの勤務 

料理を提供する場（飲食の場）において、接客および酒類・飲料のサービス、または調理の職務に携わっ

ている場合は、ソムリエ受験に該当する 

従事証明書に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記する

こと（受験者ご本人が記載した場合は受理しない） 

その他必要に応じて、営業許可証のコピー、月間スケジュール表・月間シフト表、会社の概要・パンフレッ

ト、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票（コピー可）等の提出を求めることがある 

◇客室乗務員（プライベートジェット含む）、空港内で勤務 

客室乗務員および空港内で勤務されている場合（レストランサービス、グランドスタッフ、ラウンジサー

ビス、販売スタッフ 等）の方は、業務内容（飲料との関わりが）や時間数が読み取れないため、必ず従事

証明書の提出が必要 

従事証明書に酒類・飲料に携わる業務のみで「実働時間月 90時間以上」を満たしているか、酒類・飲料

のどのような業務に携わっているのか、を勤務先にて記入・証明・押印いただく 

機内食の調理（ケータラー）は、飲食の場がない（飲食の場は機内になる）ため、ソムリエの受験は不可 
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◇旅客列車・船舶等での酒類・飲料のサービス、販売 

業務内容（飲料との関わりが）読み取れないため、車内（船内）での販売やレストランでの飲食サービス、

売店での飲料販売等、必ず従事証明書の提出が必要 

従事証明書に酒類・飲料に携わる業務のみで「実働時間月 90時間以上」を満たしているか、酒類・飲料

のどのような業務に携わっているのか、を勤務先にて記入・証明・押印いただく 

▼職種が「その他ソムリエ職種」に該当する方 

前項の「5-3.職種が「その他ソムリエ職種」に該当する方」に該当されている方（以下ご参照）は、過去も

含め雇用形態に関わらず、従事証明書のご提出が必要 

・ケータリング、出張料理人 ・キッチンカーでの調理・販売 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人が酒類・飲料を扱っていない、携わっていない

場合は、ソムリエの受験は不可 

その他必要に応じて、営業許可証のコピー、酒類販売免許のコピー、食品衛生責任者修了証のコピー

（営業許可証がない場合のみ）、業務委託契約書のコピー、月間スケジュール表・月間シフト表、会社の概

要・パンフレット、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票（コピー可）等の提出を求めることがある 

◇ケータリング・出張料理人、キッチンカーでの調理・販売 

お弁当・惣菜の調理・販売と共に料理を提供する場（飲食の場）があることが必須条件 

お弁当・惣菜の調理・販売のみで、料理を提供する場（飲食の場）がない場合、または、お弁当・惣菜の販

売が主たる職務であり、酒類・飲料の販売が主たる職務（全職務の 60％以上の従事）に該当しない場

合、ソムリエの受験は不可 

従事証明書に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記する

こと（受験者ご本人が記載した場合は受理しない） 

その他必要に応じて、メニュー表（飲料含む）、飲食の場があることがわかる写真、営業許可証のコピー、

酒類販売免許のコピー（営業許可証がない場合のみ）、食品衛生責任者修了証のコピー、月間スケジュー

ル表・月間シフト表、会社の概要・パンフレット、確定申告書のコピーまたは源泉徴収票（コピー可）等の

提出を求めることがある 

▼ホテル・結婚式場・葬儀場で飲料サービスを兼務 

フロント、宿泊部、ウェディングプランナー、バトラー、葬祭ディレクター、式場の会場係、演出・衣装担当、

営業部、本社で総務・人事・経理部 等、酒類・飲料を扱わない、直接携わらない場合、ソムリエの受験は

不可 

兼務の場合は、従事証明書に酒類・飲料に携わる業務のみで「実働時間月 90時間以上」を満たしてい

るか、酒類・飲料のどのような業務に携わっているのか、を勤務先にて記入・証明・押印いただき提出が

必要 
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▼飲料を扱う会社で飲料に携わる業務を兼務 

本社で総務・人事・経理・財務・法務・システム部 等、酒類・飲料を扱わない、直接携わらない場合、ソムリ

エの受験は不可 

兼務の場合は、従事証明書に酒類・飲料に携わる業務のみで「実働時間月 90時間以上」を満たしてい

るか、酒類・飲料のどのような業務に携わっているのか、を勤務先にて記入・証明・押印いただき提出が

必要 

その他必要に応じて、月間スケジュール表・月間シフト表等の提出を求めることがある 

▼飲料設備・機器のメンテナンスの会社で飲料に携わる業務を兼務 

飲料製造設備のメンテナンス、コーヒーメーカーの販売 等、設備や機器のメンテナンス、機器の取り扱

いのみの場合、ソムリエの受験は不可 

兼務の場合は、従事証明書に酒類・飲料に携わる業務のみで「実働時間月 90時間以上」を満たしてい

るか、酒類・飲料のどのような業務に携わっているのか、を勤務先にて記入・証明・押印いただき提出が

必要 

▼ぶどうの栽培（飲料用） 

ワインやジュースの原料としてのぶどうの栽培は、栽培したぶどうで飲料の製造（飲料の取り扱い）が始

まってから３年の経歴が必要 

また、主たる事業として酒類・飲料を扱っている、または、主たる職務として酒類・飲料の製造・販売に携

わっていることが必要 

従事証明書にワインやジュースのための栽培であることを勤務先にて記入、証明・押印いただく 

事業主が受験をする場合は、従事証明書に取引先（契約先：飲料製造会社）から証明をもらう、または業

務委託契約書を提出する 

▼基準日の月に転職した方 

転職前および転職後の勤務先より、基準月の「給与明細」と「従事証明書」の両方の提出が必要 

転職前の勤務先について、従事証明書の準備が難しければ、退職時に発行される「源泉徴収票」の提出

でも可（退職日の記載を確認） 

基準日が含まれる、基準日以前の１か月間は「実働時間月 90時間以上」ソムリエの職種の従事をしてい

ることが必要 

※今年度の基準日は、「1.ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格」の＊１、＊２をご確認 
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6-2. 従事証明書・その他書類の提出が必要なケース 

受験者が事業主、個人事業主の方は、以降6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」も併せてご

確認ください。 

 

▼事業主の方（法人） 

過去も含め、事業主が受験する場合は、ソムリエの受験資格の必須条件である 全収入の６０％以上をソ

ムリエの職務により得ていること、併せて 会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料に関連する売り上げ

であることが必須条件 

営業許可証のコピーまたは酒販免許のコピーの提出が必要 

その他必要に応じて、確定申告書のコピー、業務委託契約書、履歴事項全部証明書、法人税申告書、決

算報告書または事業報告書、酒類の販売数量等報告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基

準」の実施状況等報告書のコピー 1～4面を提出いただく 

▼個人事業主の方 

過去も含め、個人事業主が受験する場合は、全収入の 60％以上が酒類・飲料に関連する収入であるこ

とが必須条件 

営業許可証のコピーまたは酒販免許のコピーの提出が必要 

上記２点の提出が難しい場合、印鑑登録証明書、確定申告書のコピー、業務委託契約書、月間スケジュ

ール表・シフト表の提出が必要 

職務経歴書にはご自身で証明・押印を行い、押印した印鑑の印鑑登録証明書を提出 

従事証明書には酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを取引先（契約先・勤務先）の代表者

に記入、証明・押印をもらう（受験者ご本人が記載した場合は受理しない） 

その他必要に応じて、酒類の販売数量等報告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実

施状況等報告書のコピー 1～4面を提出いただく 

▼酒類・飲料に関するコンサルティング 

コンサルティングの内容が、酒類・飲料に直接的に携わる内容である事が必須条件 

例として、酒類・飲料のコンサルタントとは、酒類・飲料の選定、酒類・飲料を含めたメニュー開発やマニ

ュアル作成、酒類と料理のペアリング、酒類・飲料の品質管理、飲料サービスの実務研修、酒類・飲料のイ

ベント主催 等 

過去も含め雇用形態に関わらず、従事証明書に従事期間、酒類・飲料に関するどのようなコンサルティ

ング内容に携わっているのかを勤務先にて記入、証明・押印をもらい提出が必要（受験者ご本人が記載

した場合は受理しない） 

職務経歴書および従事証明書の入社・退社には、受験者ご本人が酒類・飲料に関する職務に携わってい

る期間を記載すること 

従事証明書の他、月間スケジュール表・月間シフト表、会社の概要・パンフレット、確定申告書のコピーま

たは源泉徴収票（コピー可）の提出が必要 

事業主が受験をする場合は、従事証明書に取引先（契約先）から証明をもらう、または業務委託契約書

（経験年数・従事期間に含める全ての契約書／酒類・飲料のコンサルタント業務であることがわかるも

の）を提出する 

飲食業（酒類・飲料を扱っている）の顧客のコンサルティングを担当しているという理由でのソムリエの
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受験は不可 

▼家族が事業主の勤務先で勤務 

過去も含め雇用形態に関わらず、従事証明書に従事期間、職務内容、実働時間等を親族である代表者に

記入・証明・押印をいただく（受験者ご本人が記載した場合は受理しない） 

正社員、アルバイト、パートの方は、給与明細と源泉徴収票、または確定申告書のコピー、課税証明書の

いずれかの提出が必要 

入社日が 2026年度の場合、源泉徴収票の代わりに給与明細（1ヶ月分）を提出いただく 

専従者の方は、青色申告決算書（専従者給与の内訳必須）または白色収支内訳書の提出が必要 

2026年度から専従者として従事の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出いただく 

無給の期間がある場合、その間の従事は、経験年数として含めることはできない 

実働時間月 90時間以上であっても無給での従事の場合、ソムリエの受験は不可 

▼出願時は開業準備中だが、基準日には開業している 

基準日において開業（営業）していることが必要 

出願時に開業準備中でも基準日において開業していれば、ソムリエの受験は可能だが、基準日に開業し

ていない場合は、ソムリエの受験資格に満たないため、ソムリエの受験は不可 

従事証明書に開業準備中と開業後の期間が分かるように記入、それぞれの期間においてどのような業

務に携わっているのか、職務内容や実働時間数を勤務先にて詳細に明記すること（受験者ご本人が記載

した場合は受理しない） 

開業準備中に無給（手伝い等）の場合、その期間は経験年数に含めることはできない 

事業主の方は、従事証明書と共に開店準備期間中の事業計画書、店舗の計画図、開業届または法人設

立届出書の提出が必要 

※事業主、個人事業主の方は、上述の 6-2.の「▼事業主の方（法人）」「▼個人事業主の方」もご確認 

※今年度の基準日は、「1.ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格」の＊１、＊２をご確認 
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6-3. ソムリエの職種・受験資格に該当しないケース 

▼本業が酒類・飲料に関係のない業種、職種 

建設業、不動産業、製造業、医師、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、中小企業診断士 等、 

酒類・飲料に直接的に携わる職務を全職務の 60％以上従事している事を書面で証明（公的な証明書、

委託先・委託元の証明、確定申告書 等）いただけない場合は、受験されても書類審査において不合格と

なる 

▼メインの収入（売上）がソムリエの職種によるものではない 

兼業している別の仕事や不動産収入等があり、そちらの方がソムリエの職種の収入を上回っている 等、 

ソムリエの職務（業種）が副業の場合も、本職（主たる職業・職務）ではないため、受験されても書類審査

において不合格となる 

▼ホテル・結婚式場・葬儀場勤務だが、本人は飲料サービスに就いていない 

フロント、宿泊部、ウェディングプランナー、葬祭ディレクター、式場の会場係、演出・衣装担当、営業部、

本社で総務・人事・経理部 等、酒類・飲料を扱わない、直接携わらない場合、ソムリエの受験は不可 

▼飲料を扱う会社に勤務しているが、本人は飲料に携わっていない 

本社で総務・人事・経理・財務・法務・システム部 等、酒類・飲料を扱わない、直接携わらない場合、ソムリ

エの受験は不可 

▼飲料を扱う会社での研究・開発 

飲料になる前段階の原料の研究・開発や基礎研究は、飲み物ではないためソムリエの受験は不可 

▼飲料設備・機器のメンテナンス 

飲料製造設備のメンテナンス、コーヒーメーカーの販売 等、設備や機器のメンテナンス、機器の取り扱

いのみの場合、ソムリエの受験は不可 

▼実際に飲料を扱わない職務 

グルメサイトの運営、旅行代理店、デパート・スーパーで飲料以外の担当（レジ・食品・惣菜・調理担当）、

飲料に関するサイトのシステム開発・Weｂ制作、ＳＮＳ配信 等 

受験者ご本人が酒類・飲料を取り扱う職務に直接的に携わっていない場合、ソムリエの受験は不可 

▼お弁当の調理・販売（テイクアウト・仕出し・デリバリー・宅配） 

お弁当・惣菜の調理・販売のみで、料理を提供する場（飲食の場）が併設されていない場合（セントラルキ

ッチン含む）、または、お弁当・惣菜の販売が主たる職務であり、酒類・飲料の販売が主たる職務（全職務

の 60％以上の従事）に該当しない場合、ソムリエの受験は不可 

▼病院・学校・福祉施設での病院食や給食の調理・配膳 

病院、学校、福祉施設は料理を提供する場ではない（飲食スペースではなく、療養の場、勉学の場、日常

生活の支援の場）ため、ソムリエの受験は不可 
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▼飲食業の顧客のコンサルティングをしている 

飲食業（酒類・飲料を扱っている）の顧客のコンサルティングを担当しているという理由でのソムリエの

受験は不可 

コンサルティングの内容が、酒類・飲料に直接的に携わる内容である事が必要 

▼コーヒー（豆）、お茶（茶葉）、ジュース（果実）、お酢（調味料）、香料の製造・販売 

コーヒー豆や茶葉、果実の製造・販売、調味料としてのお酢や香料の製造・販売等、原料としての取り扱

いは飲料ではないためソムリエの受験は不可 

▼ぶどうの栽培（食用） 

食用としてのぶどうの栽培は、飲料の製造が目的ではないためソムリエの受験は不可 

ワインやジュースの原料としてのぶどうの栽培は、栽培したぶどうで飲料の製造（飲料の取り扱い）が始

まってから３年の経歴が必要 

▼実働時間が月 90時間に満たない 

「5-4扶養控除内で従事されている方」「5-5学業と並行して従事されている方」「5-6青色または白

色事業専従者の方」は、該当の場合が多いため確認が必要 

▼無給での従事 

「5-7家業として従事（手伝い）されている方」は、該当の場合が多いため確認が必要 

▼ソムリエの職種に就いているが、経験年数が既定の年数に満たない 

ダブルワークで従事されている方は、該当の場合が多いため、重複で勤務している期間について確認が

必要 

▼基準日において、ソムリエの職種が現職ではない 

基準日のみ従事していても、「実働時間月 90時間以上」のソムリエの受験資格に満たないため、 

基準日が含まれる、基準日以前の１か月間は「実働時間月 90時間以上」ソムリエの職種の従事をして

いることが必要 

※今年度の基準日は、「1.ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格」の＊１、＊２をご確認 

▼基準日において、開業準備中 

出願時に開業準備中でも基準日において開業していれば、ソムリエの受験は可能だが、基準日に開業し

ていない場合は、ソムリエの受験資格に満たないため、ソムリエの受験は不可 

※今年度の基準日は、「1.ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格」の＊１、＊２をご確認 

▼基準日において、産休・育休・休職中 

基準日において産休・育休・休職中はソムリエの職務の実働がないため、ソムリエの受験は不可 

※今年度の基準日は、「1.ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格」の＊１、＊２をご確認 
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基準日は2026年8月31日となります。
• 基準日において満20歳以上の方
• 国籍は不問（海外に居住する場合も、日本国内に書類送付先があることが条件となります。）
• ソムリエ呼称資格を保有していない方（出願が判明した場合、受験をお断りさせていただきます。）

ソムリエの職務が本職
4 4

（主たる職業・職務）であり、全収入の６０
4 4 4 4 4 4

％
4●

以上
4 4

をソムリエの職務により得ている ことが必須条件となります 
（過去の経歴を含めた全ての期間）。
〈ソムリエの職務〉	 ◆酒類・飲料を提供する飲食サービス

◆酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造
◆酒類・飲料に携わる教育機関講師＊1

◆酒類・飲料に関するコンサルタント＊1

一般 	上述の条件を全て満たしており、上記いずれかのソムリエの職務を「実働時間月90時間以上の勤務で通算3年以上」経験し、基準日
（2026年8月31日時点）においても同条件で従事している方

会員 	基準日において、会員歴が2年以上あるJ.S.A.正会員および賛助会員在籍者
上述の条件を全て満たしており、上記いずれかのソムリエの職務を「実働時間月90時間以上の勤務で通算2年以上」経験し、基準日

（2026年8月31日時点）においても同条件で従事している方（会員歴が2年未満の会員は 一般 の受験資格となります）
※	賛助会員に在籍されている方も 会員 の受験資格が適用されます（基準日において、賛助会員歴が2年以上あり、賛助会員に通算2年以上在籍し

ていることが条件となります）。
※	正会員を退会された場合、退会以前の正会員歴の年数は会員歴として加算できません（休会中の年数も会員歴として加算できません）。

《注意事項》
◎ソムリエ・エクセレンス呼称資格認定試験受験の際、ソムリエ出願時の経歴

を基に審査いたします。受験資格に該当する経歴を全てお書きください。ソ
ムリエ呼称資格合格後、ソムリエ・エクセレンス受験時に経歴を追加・変更
することはできません。

◎飲食サービス業の内容は、料理を提供する場において、酒類・飲料をサービ
スするものまたは調理従事者を指します。飲食の場がなくサービスを伴わな
い料理のみ製造・調理する場合は該当しません。

◎	酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造、教育機関講師、コ
ンサルタントの内容は、酒類・飲料の取り扱いを主とした職務に携わる者を
指します。

◎基準日において産休・育休中の場合、ソムリエの受験資格はございません。
◎	過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、実働

時間月90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（主たる
収入であること）が条件となります（無給は不可）。その場合、給与明細（1カ
月分、コピー可）または従事証明書、必要に応じて青色申告決算書のコピー

（専従者給与の内訳）または白色収支内訳書のコピー、確定申告書のコ
ピー、源泉徴収票（コピー可）、所得課税証明書（コピー可）などをご提出い
ただきます。無給での従事は証明ができないため、従事年数として含めること
ができません。

◎	過去の経歴も含め雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事業が酒類・飲料
に該当しない業種、または職務内容や職種が「その他ソムリエ職種」の場合、
従事証明書をご提出いただきます。

◎	過去の経歴も含め事業主の方が受験される場合は、以下の書類いずれかを
提出していただきます。
•営業許可証のコピー　•酒類販売免許のコピー
また、必要に応じて業務委託契約書のコピー、履歴事項全部証明書（3カ月
以内、コピー可）、確定申告書や法人税申告書のコピー、決算報告書や事業
報告書のコピーなどをご提出いただきます（教育機関講師、コンサルタント
の代表者・事業主は次項（＊1）をご参照ください）。

◎（＊1）過去の経歴も含め酒類・飲料に携わる専門学校や料理教室などの教
育機関における講師または酒類・飲料に関するコンサルティング業務従事者
が受験される場合は、以下の書類をご提出いただきます。準備時間を含む実
働時間月90時間以上の従事が必要です。
①従事証明書　②月間スケジュール表・月間シフト表（実働時間数の記載
があるもの）　③事業内容の分かる会社概要・パンフレット
④確定申告書のコピーまたは該当勤務先で発行された源泉徴収票（コ
ピー可）
代表者・事業主は①～④に加え、印鑑登録証明書（３カ月以内、コピー可）
の提出が必要です。

※	雇用形態に関わらず職務内容、実働時間数、主たる収入の確認のため、過
去の経歴も含め必要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。

※	出願時には書類提出の必要はありません。三次試験を受験される場合、指
定期日内（P8参照）にご提出いただきます。

J.S.A.ソムリエ呼称資格の定義
ソムリエとは飲食、酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関、酒類製造のいずれかの分類に属し、酒類、飲料、食全般の専門的知識・テイ
スティング能力を有するプロフェッショナルを言う。 
ソムリエの役割は、飲食店もしくは酒類・飲料を販売する施設におけるそれらの提供、ならびに商品の適切な紹介とサービスを中心に、啓蒙・普及・研究・
教育を目的とした専門的なアドバイスや清潔で衛生的な食事環境の維持など広範に及ぶ。
ソムリエの資格はここで言う定義・役割・求められる能力に適うと認められた者に対して、然るべき機関（我が国においてはJ.S.A.）により認定される。
※通称として既に様々な「○○○ソムリエ」として使用されているが、職業分類において正式な呼称ではない。

受験資格

J.S.A.ソムリエ

受験対象の事例

職
種
コ
ー
ド

飲食店（レストラン・食事処）
12. 飲食サービス（フランス料理）　13. 飲食サービス（イタリア料理）　14. 飲食サービス（日本料理）
15. 飲食サービス（中国料理）　20. 飲食サービス（居酒屋）　17. 飲食サービス（バー）
21. 飲食サービス（カフェ）　16. 飲食サービス（その他）　62. 調理　65. 代表者・事業主

飲食店（接待飲食等営業） 22. 飲食サービス、調理　68. 代表者・事業主
ホテル・旅館・式場 11. レストラン、宴会サービス　60. 調理　64. 代表者・事業主
航空・鉄道・船舶会社 23. 飲食サービス、調理　30. 販売　18. 客室乗務員
飲料（メーカー・卸・販売店） 19. 飲食スペースでのサービス　51. 製造　52. 輸出入　53. 流通・卸　54. 販売　59. 管理・仕入れ　70. 代表者・事業主
飲料に携わる教育機関・料理
教室・コンサルティング 56. 講師　58. フードコーディネーター　55. コンサルタント　57. 代表者・事業主

上記に該当しないソムリエ職種 69. その他ソムリエ職種
その他 82. 会社員・公務員　83. 自営業　84. 派遣、パート・アルバイト　85. 学生　86. 無職
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ソムリエ受験の方へ 書類提出は三次試験に臨まれる方全員、受験の都度提出が必要です。
「職務経歴書」および「添付書類」をコピーして保管されることをお勧めします。

【三次試験受験者（免除含む）のみ提出】
「職務経歴書」および「従事証明書や給与明細などの添付書類」を提出していただきます。
受付期間：2026年10月9日㈮ 〜 10月20日㈫必着
※書類作成（勤務先の証明印取得）に時間がかかる場合、マイページよりダウンロード・印刷の上、お早めに準備を行ってください。

二次試験当日に🅐職務経歴書、🅑従事証明書、🅒書類提出方法説明書を配付いたします。二次試験を通過された方（三
次試験受験者）は🅒書類提出方法説明書をよくお読みになり、🅐職務経歴書に2026年8月31日時点で在籍する会社
で証明・押印をいただく、その他必要に応じて別途書類（🅑従事証明書、給与明細、営業許可証または酒類販売免許のコ
ピー、印鑑登録証明書、月間スケジュール表・シフト表、確定申告書または源泉徴収票など）を準備してください。
10月20日㈫必着：🅐職務経歴書および必要に応じて別途書類（🅑従事証明書、給与明細、営業許可証または酒類販売

免許のコピー、印鑑登録証明書、月間スケジュール表・シフト表など）をレターパックライトに入れ、送付してください。

二
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不
合
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三
次
不
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格
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次
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過

三
次
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過
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格

不
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降
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※	一次・二次試験が不合格の場合、書類の提出は必要ありません。
※	職務経歴書は「ソムリエ」三次試験を受験される方に必ず提出していた
だきます。「職務経歴書」には過去の経歴も含め現在の勤務先で証明
を得てください。ただし過去の経歴を現在の勤務先に提出されているこ
とが前提です。
※	過去の経歴も含めソムリエ対象職種の職務経歴に「正社員以外」「事

業主」「特定の職種（その他ソムリエ職種、教育機関講師、コンサルタ
ント）」が含まれる場合は各種添付書類（従事証明書、給与明細、営業
許可証または酒類販売免許のコピー、月間スケジュール表・シフト表
など）を必ずご提出いただきます。また、必要に応じてメニューリスト、
会社パンフレット、確定申告書または源泉徴収票、印鑑登録証明書な
どを提出していただく場合があります。各種書類の取得に時間を要す
ると想定される場合は、マイページよりダウンロード・印刷の上、お早め
に準備を進めることをお勧めします。
※	提出書類に虚偽内容、未提出の書類があった場合、「書類審査不合格」
となり、最終合格となりませんのでご注意ください。
※	提出書類に不備があった場合、電話での確認、または書類を（自宅宛）
返却させていただく場合もございますので、ご留意ください。	
再提出を求められた場合、提出の猶予期間は1週間となります。
※	以下の場合、受験申込を受理しない、または最終合格となりません。ま
た合格または認定後に発覚した場合は、資格は調査の上、抹消される
場合があります。

・	出願期間中に受験申込が完了しなかった場合

・	各呼称の受験資格を満たさない場合（ソムリエの職務が本職（主たる
職業・職務）であり、全収入の60％以上をソムリエの職務により得てい
ることが必須条件であり、これに該当しない場合など）

・	職務経歴書に正しい経歴を記載しなかった場合
・	職務経歴書に基準日（2026年8月31日時点）で在籍していた勤務先
から正しく“会社実印”または”会社代表者実印”が押印されていなかっ
た場合

・	10月20日㈫までに職務経歴書および必要書類を提出できなかった、ま
たは提出されても書類不備がある場合

・	詐称が発覚した場合
・	試験合格を目的としない受験の場合
・	試験問題・解答および試験に関して知りえた情報を第三者へ提供、ま
たは開示・漏洩した場合

・	試験中または終了後に不正行為・迷惑行為が発覚した場合
〈重要〉期間内に書類を提出されなかった、また提出された書類が規定ど

おり正しく記載されていない、または受験資格を満たしていない場合、
「書類審査不合格」となります。
 書類が整わないまま（書類未提出、書類不備、受験資格なし）三次試験
を受験し、通過されますと「最終合格」とならない上、それまでの免除
権利が失効します（次年度以降の免除権利は付与されません）。
書類審査結果を含めた三次試験通過者を最終合格者としてマイペー
ジにて発表いたします。

ご　注　意

・	正社員以外の従事（事業主は除く）を通
算経験年数に加算する場合、ソムリエ職
種として月90時間以上従事していること
の証明が必要です。給与明細（1カ月分）
を準備できない場合、準備できても月間
実働時間数など詳細が書かれていない場
合には左見本🅑従事証明書を提出してく
ださい。

・正社員であっても新型コロナウイルスの
影響に伴い、会社の指示・命令により、他
社（異業種含む）へ在籍出向、または月間
の実働時間が90時間に満たない従事の
場合は“従事証明書”を提出してください。
実働時間数には通常の勤務時の時間数
を記入してください。

・	従事証明書の取得に時間を要する方は、
早めに準備することをお勧めします。

・	受付期間外の提出は受理いたしません。

・	正社員以外の従事（事業主は除く）の場
合、右見本の従事証明書または給与明細

（１カ月分）を提出してください。
・	雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事

業が酒類・飲料に該当しない業種、または
職務内容や職種が「その他ソムリエ職種」
の場合、従事証明書を提出してください。

・	事業主の方は営業許可証または酒類販売
免許のコピーを提出してください。

・	教育機関講師、コンサルタントの方は従事
証明書と月間スケジュール表および教室/
会社パンフレット、確定申告書または該当
勤務先で発行された源泉徴収票を提出し
てください。代表者・事業主の方は加えて
印鑑登録証明書を提出してください。

・	各経歴を合算し、通算経験年数を記入して
ください。月90時間に満たない従事、また
は正社員以外や特定の職種の従事で、別
途書類を提出できない場合は、通算経験
年数より除外し、「なし（準備できない）」と
記入してください。

・	過去の産休・育休の期間は、勤務先で従事
の経験年数として認める場合のみ、通算経
験年数に含めることができます。基準日に
おいて産休・育休中の場合、ソムリエ試験
は受験できません。

1. 会社名（店舗名をカッコ書き）、代表者役職と氏名、所在地、
TELの内容をゴム印押印または手書きしてください。

2. 右図A、Bの見本のように必ず「会社実印」または「代表者
実印」を朱肉で押印してください。

※ 認印（会社角印等含む）、三文判、シャチハタでの押印は不可
※ 受験される方が「代表者」に当たる場合は、「営業許可証
のコピー/酒類販売免許のコピー」、必要に応じて「印鑑登
録証明書（コピー可）」をご提出ください 代表取締役　 上野文一 代表　 上野文一

職務経歴証明および従事証明押印見本

「代表者実印」

A 法人 B 個人
「会社実印」

代表者（所属長）の役職および氏名を明記

“実印”と判断できない
場合には返却いたします

" "

TEL TEL

見本 🅐職務経歴書

従事証明書

勤務先従事証明（会社実印または代表者実印の押印必須）

①会社名（店舗名）：

②役職･代表者名：

③所在地：

④TEL：
㊞

受験者氏名
生年月日
   （西暦） 年 月 日

受験番号受験呼称

西暦 年　月　日（発行日）

⬇　※以下より全て勤務先にて記入してください（受験者が記入した場合は受理いたしません）　⬇

勤務先
（店舗）
所在地

〒

職務内容 ※受験者が酒類・飲料のどのような職務に携わっているのかを詳細に明記
 ［記入例：ホテル宴会場で飲食サービス担当、食材卸売業で酒類の仕入れ担当など］

（いずれかに〇）
雇用形態 正社員　　　契約社員　　　派遣　　　パート／アルバイト／専従者　　　個人事業主

B従事証明書 一般社団法人日本ソムリエ協会

年 月 日 ～ 年 月 日
従事期間

入社（または飲料担当開始日） 退社（または基準日現在に至る）

年　カ月
年数（満）

勤務先名
店舗名/
部署名

実働時間 ※月間 90時間勤務の条件が満たされているかの確認事項（通常勤務の時間数を記入）
 （新型コロナウイルスにより出向・休業・時短勤務を余儀なくされた期間については就業していたとみなします）

実働時間 時間/日 月間
勤務日数 約 日 月間

実働時間 約 時間

新型コロナウイルスの影響により（会社都合に限る）
年 月 ～ 年 月まで  出向・休業・時短勤務  していました

（いずれかに〇）
該当する場合をし記入してください

上記に相違ないことを証明する　※①～④を全て記載、1つでも記載無き場合不備となります

※会社名（店舗名）、役職・代表者名、所在地、TELをゴム印押印または手書きの上、会社実印または代表者実印を朱肉で押印

上
記
従
事
期
間
に
在
籍
し
て
い
た
勤
務
先

に
て
証
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印
を
お
願
い
し
ま
す

上記の者は、下記のとおり当社にて酒類・飲料に携わる職務に従事したことを証明します。

1. 会社名（店舗名をカッコ書き）、代表者役職と氏名、所在地、
TELの内容をゴム印押印または手書きしてください。

2. 右図A、Bの見本のように必ず「会社実印」または「代表者
実印」を朱肉で押印してください。

※ 認印（会社角印等含む）、三文判、シャチハタでの押印は不可
※ 受験される方が「代表者」に当たる場合は、「営業許可証
のコピー/酒類販売免許のコピー」、必要に応じて「印鑑登
録証明書（コピー可）」をご提出ください 代表取締役　 上野文一 代表　 上野文一

職務経歴証明および従事証明押印見本

「代表者実印」

A 法人 B 個人
「会社実印」

代表者（所属長）の役職および氏名を明記

“実印”と判断できない
場合には返却いたします

見本 🅑従事証明書

雇用形態に関わらず書類から読み取れない場合は、
別途書類を求めることがあります。

正社員以外、または特定の
職種に該当する場合、別途
書類が必要です。

会社名の後ろにカッコ
書きで店舗名を記入し
てください。

職務内容には酒類・飲料
との関わりを詳しく明記し
てください。

新型コロナウイルスの影響があ
る場合、該当にまたは付記し、
期間を記入してください。

2026年8月31日において所属
していた勤務先より証明印を
得てください。
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正社員以外、または特定の職種

契約社員、派遣
パート・アルバイト 代表者・事業主 専従者

飲食店（接待飲食等営業）、
航空・鉄道・船舶会社、
その他ソムリエ職種

教育機関・料理教室の講師
コンサルティング

･	従事証明書
･	給与明細（1カ月分、コピー
可、実働時間数表記必須、
現職の場合は2026年8月
31日以前のもの）

上記いずれか
※	かけもち勤務、学生期間の

従事、扶養控除内の従事の
場合上記両方を提出

･	営業許可証のコピー
･酒類販売免許のコピー
 （現職の場合は有効期間内のもの）

上記いずれか
※	教育機関講師、コンサルタントの

代表者・事業主は右記 ※5 をご
参照

※	必要に応じて、履歴事項全部証明
書（3カ月以内、コピー可）、確定申
告書のコピー、決算報告書や事業
報告書のコピーなどを提出

①	従事証明書
②	青色申告決算書のコピー

または
白色収支内訳書のコピー

①、②両方

・従事証明書

※	全ての雇用形態が対象
※	勤務先の主たる事業が酒

類・飲料に該当しない方
※	職務内容や職種が「その他

ソムリエ職種」に該当の方

①	従事証明書
②	月間スケジュール表・月間シフト表
③	教室・学校・会社の概要、パンフレッ

ト
④	確定申告書のコピーまたは該当勤

務先で発行された源泉徴収票（コ
ピー可）

①～④全て
※	代表者・事業主は①～④＋印鑑登

録証明書（３カ月以内、コピー可）

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

雇用形態に「契約社員」「派遣」
「パート／アルバイト」が
含まれる場合

※1

⇒『従事証明書』 『給与明細（1カ月分、コピー可、現職の場合は2026年8月31日以前のもの）』　いずれか提
出必須

受験資格となる条件（実働時間月90時間以上の従事）をクリアされているかを確認するため、「従事証明書」「給
与明細（1カ月分、コピー可）」 のいずれかを提出してください。
※ いずれも発行元の「会社名（代表者名）」「発行年月（日）」「受験者氏名」「月間実働時間」の記載が必須です。
※「従事証明書」を該当する全ての勤務先に提出し、勤務先にて必要事項を全て記入、会社実印または会社代

表者の実印を押印いただいてください。
※「給与明細（1カ月分、コピー可）」を提出できる場合には、「従事証明書」を提出する必要はありません。ただ

し、給与明細に会社名、支給年月、受給者名、月間実働時間数が記載してある場合に限ります（後から手書
き付記したものは不可）。時間数が確認できない場合には「従事証明書」をご用意ください。

※「職務経歴書」には過去の経歴も含め現在の勤務先で証明を得てください。ただし過去の経歴を現在の勤務
先に提出されていることが前提です。

派遣社員の場合
※1

⇒ 派遣元（登録会社）から発行される『従事証明書』『給与明細（1カ月分、コピー可、現職の場合は2026年8
月31日以前のもの）』　いずれか提出必須

※ 給与明細は派遣先の記載があるものに限ります。

複数の企業においてかけもち
勤務され、雇用形態が様々で
あった場合

※1

⇒ かけもち勤務されていた勤務先の『従事証明書』および同年月の『給与明細（1カ月分、コピー可）』　両方
の提出必須、合算して月90時間以上をクリアしている期間のみを従事年数としてカウント可

複数の会社でかけもち勤務され、従事期間がまたがる場合、該当する勤務先から発行された「従事証明書」と
同じ年月の「給与明細（1カ月分、コピー可）」の両方を提出してください。かけもちでない期間について、片方
のみで月90時間に満たない月は、従事期間として申請できません。合算して月90時間以上をクリアしている
期間のみを申請してください。

正社員以外で勤務していた
過去の勤務先が閉店している
場合

※1

⇒『従事証明書』 『給与明細（1カ月分、コピー可）』　いずれか提出必須

“正社員以外の従事” を通算経験年数に加算する場合、「給与明細」があれば1カ月分のコピー（会社名、支給
年月、受給者名、月間実働時間数の確認できるもの）を添付いただければ証明となります。「給与明細」がない
場合には、その当時の代表者や所属長に当たる方と連絡が取れ、「従事証明書」に記入してもらい、当時の役
職名、氏名、その方のご実印を押印いただければ「従事証明書」として成立します。入手できない場合、その期
間を経歴に加算することはできません。

過去の経歴も含め「正社員以外、または特定の職種」の従事を職務経歴・経験年数に加算する場合は、酒類・飲料に携わる
職務に実働時間月90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（ソムリエの職務が主たる収入であり、全
収入の60％以上であること）が条件となり、別途書類を提出できる場合のみ含めることができます。提出なき場合、その間を
経験年数から差し引かせていただきます。
※	ソムリエ・エクセレンス受験の際は、ソムリエ受験時に申告した経歴が基になりますので、ソムリエの職務に該当する経歴を

全てご記入ください。

【ソムリエ受験対象】  職務経歴書に加え「その他必要書類」が求められる事例

受験対象の事例
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途中で雇用形態が変更に
なった場合

※1

⇒ 非正規雇用の期間の『従事証明書』の提出必須

入社時に「契約社員・派遣・パート・アルバイト雇用」であった方が、途中で「正社員雇用」となった場合、職務経
歴欄に非正規雇用と正社員の期間を分けて記入し、非正規雇用の期間について「従事証明書」を提出してくだ
さい。非正規雇用の期間を通算経験年数に加算されない場合は提出いただかなくても結構です。

受験者ご本人が
「代表者・事業主」である
場合

※2

⇒『営業許可証のコピー』 『酒類販売免許のコピー』　いずれか提出必須（現職の場合は有効期限内のも
の）、いずれか提出必須
教育機関講師・コンサルタントの代表者・事業主および個人事業主は『印鑑登録証明書（３カ月以内、コ
ピー可）』の提出必須

主たる事業が酒類・飲料を取り扱う事業であること、かつ全収入の60％以上をその職務より得ていることが
条件となります。過去の経歴も含め従事の証明として、第三者による証明が必要となります。事業主である場
合、「営業許可証のコピー」または「酒類販売免許のコピー」のいずれかを提出してください。
必要に応じて、履歴事項全部証明書（3カ月以内、コピー可）、確定申告書のコピー、決算報告書や事業報告書
のコピーなどを提出していただきます。

専従者の場合
※3

⇒『従事証明書』および『青色申告決算書 または 白色収支内訳書』　両方の提出必須

受験資格となる条件（実働時間月90時間以上の従事）を満たしているかを確認するため「従事証明書」の提
出、加えて無給でないことの証明として「青色申告書（専従者給与の内訳 欄必須）」または「白色収支内訳書」
の提出が必要です。

職種が飲食店（接待飲食等営
業）、航空・鉄道・船舶会社、
その他ソムリエ職種の場合

※4

⇒『従事証明書』の提出必須

勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種、または職務内容や職種が「その他ソムリエ職種」に該当
するため、雇用形態に関わらず「従事証明書」を提出してください。

酒類・飲料に携わる専門学校
や料理教室など教育機関に
おける講師、飲料・飲食に関す
るコンサルタントに従事する
場合

※5

⇒ ①『従事証明書』、②講座または業務の『月間スケジュール表・月間シフト表（時間数の記載があるもの/勤
務先の証明印必須）』、③教室・学校・会社の概要や事業内容が分かる『パンフレット』、④『確定申告書のコ
ピー』または『該当勤務先で発行された源泉徴収票（コピー可）』を提出

準備期間も含め、酒類・飲料に携わる職務に月90時間以上従事されていること、かつ全収入の60％以上を
その職務より得ていることが条件となります。代表者・事業主の方は上記に加え「印鑑登録証明書（3カ月以
内、コピー可）」を提出してください。

新型コロナウイルス（2019年
12月～2023年5月）の影響に
よる異業種へ在籍出向、規定
時間に満たない従事を含める
場合

⇒『従事証明書』の提出必須

会社の指示・命令により、他社（異業種含む）へ在籍出向となった場合、テレワーク勤務や時短勤務、一時休業
となり実働時間が月90時間に満たない場合、在籍の会社（出向の場合：出向元）より発行される「従事証明
書」を提出していただく事により、その間の従事を経験年数に含めることができます。新型コロナウイルス感染
症に伴う会社指示・命令による場合のみ適用されます。ご本人の自主的な休暇や時短勤務などは対象外とな
ります。

複数の拠点（支店・事業所）の
ある企業に従事されている
場合

⇒実勤務先における支店・事業所長による押印でも可

本社の代表者・事業主の方に押印を頂くことが難しい場合、その支店・事業所長の方による会社実印または事
業所代表者の実印の押印でも構いません。受験者本人が支店・事業所長である場合は、本社代表者・事業主
の方による証明が必要です。

勤務先が外資系企業の
場合

⇒ 外資系企業で実印が無い場合は、代表者または所属長のサインで代用可

職務経歴証明欄の手続きが難しい場合は、会社レターヘッド用紙に勤務先情報、雇用形態、従事期間、職務内
容、実働時間数の内容を盛り込み、代表者または所属長のサイン（役職および氏名）を入れてご提出ください。

証明書類に勤務先情報の
記載がない場合

⇒該当の勤務先情報は必須

発行元の会社名、代表者名、所在地、発行年月日、受験者氏名の入らない添付書類は無効です。その書類を有
効とするためには会社代表者による署名・捺印が必要となります。

【三次試験受験者】
二次試験当日に「職務経歴書」「従事証明書」「書類提出方法説明書」を配付いたします。各自で郵便局にて「レターパッライト」をご購入のうえ、
送付してください。

　書類提出受付期間：2026年10月9日㈮ 〜 10月20日㈫ 必着
　送付先： 〒270-1391 日本郵便株式会社

印西郵便局 私書箱7号　日本通信紙株式会社 行
（一般社団法人日本ソムリエ協会　呼称資格認定試験 係）



− 24 −

J.S.A.ソムリエ・エクセレンス
受験資格

基準日は2026年9月28日となります。
• 国籍は不問（海外に居住する場合も、日本国内に書類送付先があることが条件となります。）
• J.S.A.ソムリエまたはJ.S.A.ワインアドバイザー資格認定者
• ソムリエまたはワインアドバイザー資格認定後3年目以降の方（1985〜2023年認定）
• ソムリエ・エクセレンス呼称を保有していない方（出願が判明した場合、受験をお断りさせていただきます。）
※	2013年以降、シニアソムリエ、シニアワインアドバイザー、ソムリエ・エクセレンス呼称に合格された方は受験不可（出願が判明した

場合、受験をお断りさせていただきます）。
※	2012年以前にシニアソムリエ、シニアワインアドバイザーに合格された方は受験可。

ソムリエの職務が本職
4 4

（主たる職業・職務）であり、全収入の６０
4 4 4 4 4 4

％
4●

以上
4 4

をソムリエの職務により得ている ことが必須条件となります （過去の経歴
も含めた全ての期間）。

〈ソムリエの職務〉	 ◆酒類・飲料を提供する飲食サービス
◆酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造
◆酒類・飲料に携わる教育機関講師＊1

◆酒類・飲料に関するコンサルタント＊1

上述の条件を全て満たしており、上記いずれかのソムリエの職務を「実働時間月90時間以上の勤務で通算10年以上」経験し、基準日（2026年
9月28日時点）においても同条件で従事している方

《注意事項》
◎	ソムリエまたはワインアドバイザー受験時の経歴が基本となります。未申

請分の過去の従事を新たに経験年数として加算することはできません（当
時の経歴申請が正しくされなかったと判断されます）。

◎飲食サービス業の内容は、料理を提供する場において、酒類・飲料をサービ
スするものまたは調理従事者を指します。飲食の場がなくサービスを伴わな
い料理のみ製造・調理する場合は該当しません。

◎	酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造、教育機関講師、コ
ンサルタントの内容は、酒類・飲料の取り扱いを主とした職務に携わる者を
指します。

◎	基準日において産休・育休中の場合、ソムリエ・エクセレンスの受験資格はご
ざいません。

◎「職務経歴書」には全てのソムリエ職種の経歴（ソムリエ受験時の経歴含む）
を記入し提出いただきます。添付書類の提出が必要な方は、ソムリエまたは
ワインアドバイザー認定後の経歴について提出いただきます。

◎	過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、実働
時間月90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（主たる
収入であること）が条件となります（無給は不可）。その場合、給与明細（1カ
月分、コピー可）または従事証明書、必要に応じて青色申告決算書のコピー

（専従者給与の内訳）または白色収支内訳書のコピー、確定申告書のコ
ピー、源泉徴収票（コピー可）、所得課税証明書（コピー可）などをご提出い
ただきます。無給での従事は証明ができないため、従事年数として含めること
ができません。

◎	過去の経歴も含め雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事業が酒類・

飲料に該当しない業種、または職務内容や職種が「その他ソムリエ職種」の
場合、従事証明書をご提出いただきます。

◎	過去の経歴も含め事業主の方が受験される場合は、以下の書類いずれかを
提出していただきます。
•営業許可証のコピー　•酒類販売免許のコピー
また、必要に応じて業務委託契約書のコピー、履歴事項全部証明書（3カ月
以内、コピー可）、確定申告書や法人税申告書のコピー、決算報告書や事業
報告書のコピーなどをご提出いただきます（教育機関講師、コンサルタント
の代表者・事業主は次項（＊1）をご参照ください）。

◎（＊1）過去の経歴も含め酒類・飲料に携わる専門学校や料理教室などの教
育機関における講師または酒類・飲料に関するコンサルティング業務従事者
が受験される場合は、以下の書類をご提出いただきます。準備時間を含む実
働時間月90時間以上の従事が必要です。
①従事証明書　②月間スケジュール表・月間シフト表（実働時間数の記載
があるもの）　③事業内容の分かる会社概要・パンフレット
④確定申告書のコピーまたは該当勤務先で発行された源泉徴収票（コ
ピー可）
代表者・事業主は①～④に加え、印鑑登録証明書（３カ月以内、コピー可）
の提出が必要です。

※	雇用形態に関わらず職務内容、実働時間数、主たる収入の確認のため、過
去の経歴も含め必要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。

※	出願時には書類提出の必要はありません。テイスティング・実技試験を受験
される場合、指定期日内（P7参照）にご提出いただきます。

J.S.A.ソムリエ呼称資格の定義
ソムリエとは飲食、酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関、酒類製造のいずれかの分類に属し、酒類、飲料、食全般の専門的知識・テイ
スティング能力を有するプロフェッショナルを言う。 
ソムリエの役割は、飲食店もしくは酒類・飲料を販売する施設におけるそれらの提供、ならびに商品の適切な紹介とサービスを中心に、啓蒙・普及・研究・
教育を目的とした専門的なアドバイスや清潔で衛生的な食事環境の維持など広範に及ぶ。
ソムリエの資格はここで言う定義・役割・求められる能力に適うと認められた者に対して、然るべき機関（我が国においてはJ.S.A.）により認定される。
※通称として既に様々な「○○○ソムリエ」として使用されているが、職業分類において正式な呼称ではない。

職
種
コ
ー
ド

飲食店（レストラン・食事処）
12. 飲食サービス（フランス料理）　13. 飲食サービス（イタリア料理）　14. 飲食サービス（日本料理）
15. 飲食サービス（中国料理）　20. 飲食サービス（居酒屋）　17. 飲食サービス（バー）
21. 飲食サービス（カフェ）　16. 飲食サービス（その他）　62. 調理　65. 代表者・事業主

飲食店（接待飲食等営業） 22. 飲食サービス、調理　68. 代表者・事業主
ホテル・旅館・式場 11. レストラン、宴会サービス　60. 調理　64. 代表者・事業主
航空・鉄道・船舶会社 23. 飲食サービス、調理　30. 販売　18. 客室乗務員
飲料（メーカー・卸・販売店） 19. 飲食スペースでのサービス　51. 製造　52. 輸出入　53. 流通・卸　54. 販売　59. 管理・仕入れ　70. 代表者・事業主
飲料に携わる教育機関・料理
教室・コンサルティング 56. 講師　58. フードコーディネーター　55. コンサルタント　57. 代表者・事業主

上記に該当しないソムリエ職種 69. その他ソムリエ職種
その他 82. 会社員・公務員　83. 自営業　84. 派遣、パート・アルバイト　85. 学生　86. 無職

受験対象の事例
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ソムリエ・エクセレンス受験の方へ 書類提出はテイスティング試験・実技試験に臨まれる方全員、受験の都度提出が必要です。
「職務経歴書」および「添付書類」をコピーして保管されることをお勧めします。

【テイスティング・実技試験受験者（免除含む）のみ提出】
「職務経歴書」および「従事証明書や給与明細などの添付書類」を提出していただきます。
受付期間：2026年10月9日㈮ 〜 10月20日㈫必着
※書類作成（勤務先の証明印取得）に時間が掛かる場合、マイページよりダウンロード・印刷の上、お早めに準備を行ってください。

筆記試験当日に🅐職務経歴書、🅑従事証明書、🅒書類提出方法説明書を配付いたします（テイスティング免除の方は、ご
自身で印刷の上、ご用意ください）。筆記試験を通過された方（テイスティング・実技試験受験者）は🅒書類提出方法説明
書をよくお読みになり、🅐に2026年9月28日時点で在籍する会社で証明・押印をいただく、その他必要に応じて別途書類

（🅑従事証明書、給与明細、営業許可証または酒類販売免許のコピー、印鑑登録証明書、月間スケジュール表・シフト表、
確定申告書または源泉徴収票など）を準備してください。
10月20日㈫必着：🅐職務経歴書および必要に応じて別途書類（🅑従事証明書、給与明細、営業許可証または酒類販売

免許のコピー、印鑑登録証明書、月間スケジュール表・シフト表など）をレターパックライトに入れ、送付してください。

※	筆記試験が不合格の場合、書類の提出は必要ありません。
※	職務経歴書は「ソムリエ・エクセレンス」テイスティング・実技試験を受
験される方に必ず提出していただきます。「職務経歴書」には過去の経
歴も含め現在の勤務先で証明を得てください。ただし過去の経歴を現
在の勤務先に提出されていることが前提です。

※	ソムリエまたはワインアドバイザー資格取得後、過去の経歴を含め
ソムリエ対象職種の職務経歴に「正社員以外」「事業主」「特定の職種

（その他ソムリエ職種、教育機関講師、コンサルタント）」が含まれる
場合は各種添付書類（従事証明書、給与明細、営業許可証または酒
類販売免許のコピー、月間スケジュール表・シフト表など）を必ずご提
出いただきます。また、必要に応じてメニューリスト、会社パンフレット、
確定申告書または源泉徴収票、印鑑登録証明書などを提出していただ
く場合があります。各種書類の取得に時間を要すると想定される場合
は、マイページよりダウンロード・印刷の上、お早めに準備を進めるこ
とをお勧めします。

※	提出書類に虚偽内容、未提出の書類があった場合、「書類審査不合
格」となり、最終合格となりませんのでご注意ください。

※	提出書類に不備があった場合、電話での確認、または書類を（自宅宛）
返却させていただく場合もございますので、ご留意ください。再提出を
求められた場合、提出の猶予期間は1週間となります。

※	以下の場合、受験申込を受理しない、または最終合格となりません。ま
た合格または認定後に発覚した場合は、資格は調査の上、抹消される
場合があります。

・	 出願期間中に受験申込が完了しなかった場合
・	 各呼称の受験資格を満たさない場合（ソムリエの職務が本職（主たる
職業・職務）であり、全収入の60％以上をソムリエの職務により得てい
ることが必須条件であり、これに該当しない場合など）

・	 職務経歴書に正しい経歴を記載しなかった場合
・	 職務経歴書に基準日（2026年9月28日時点）で在籍していた勤務先
から正しく“会社実印”または”会社代表者実印”が押印されていなかっ
た場合

・	 10月20日㈫までに職務経歴書および必要書類を提出できなかった、
または提出されても書類不備がある場合

・	 詐称が発覚した場合
・	 試験合格を目的としない受験の場合
・	 試験問題・解答および試験に関して知りえた情報を第三者へ提供、ま
たは開示・漏洩した場合

・	 試験中または終了後に不正行為・迷惑行為が発覚した場合
〈重要〉期間内に書類を提出されなかった、また提出された書類が規定ど

おり正しく記載されていない、または受験資格を満たしていない場合、
「書類審査不合格」となります。
書類が整わないまま（書類未提出、書類不備、受験資格なし）実技試
験を受験し、通過されますと「最終合格」とならない上、それまでの免
除権利が失効します（次年度以降の免除権利は付与されません）。
書類審査結果を含めた実技試験通過者を最終合格者としてマイペー
ジにて発表いたします。

ご　注　意

筆記試験通過
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・	ソムリエまたはワインアドバイザー資格取得
後の経歴について、正社員以外の従事（事業
主は除く）を通算経験年数に加算する場合、
ソムリエ職種として月90時間以上従事して
いることの証明が必要です。給与明細（1カ
月分）を準備できない場合、準備できても月
間実働時間数など詳細が書かれていない場
合には左見本🅑従事証明書を提出してくだ
さい。
・正社員であっても新型コロナウイルスの影響
に伴い、会社の指示・命令により、他社（異業
種含む）へ在籍出向、または月間の実働時間
が90時間に満たない従事の場合は“従事証
明書”を提出してください。実働時間数には通
常の勤務時の時間数を記入してください。
・	従事証明書の取得に時間を要する方は、早め
に準備することをお勧めします。
・	受付期間外の提出は受理いたしません。

・	ソムリエまたはワインアドバイザー資格取得後
の経歴について、正社員以外の従事（事業主は
除く）の場合、右見本の従事証明書または給与
明細（1カ月分）を提出してください。
・	雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事業が酒
類・飲料に該当しない業種、または職務内容や
職種が「その他ソムリエ職種」の場合、従事証明
書を提出してください。
・	事業主の方は営業許可証または酒類販売免許
のコピーを提出してください。
・	教育機関講師、コンサルタントの方は従事証明
書と月間スケジュール表および教室/会社パン
フレット、確定申告書または該当勤務先で発行
された源泉徴収票を提出してください。代表者・
事業主の方は加えて印鑑登録証明書を提出し
てください。
・	各経歴を合算し、通算経験年数を記入してくだ
さい。月90時間に満たない従事または正社員
以外や特定の職種の従事で、別途書類を提出で
きない場合は、通算経験年数より除外し、「なし
（準備できない）」と記入してください。
・	過去の産休・育休の期間は、勤務先で従事の経
験年数として認める場合のみ、通算経験年数に
含めることができます。基準日において産休・育
休中の場合、ソムリエ・エクセレンス試験は受験
できません。

2026年9月28日において所属
していた勤務先より証明印を
得てください。

1. 会社名（店舗名をカッコ書き）、代表者役職と氏名、所在地、
TELの内容をゴム印押印または手書きしてください。

2. 右図A、Bの見本のように必ず「会社実印」または「代表者
実印」を朱肉で押印してください。

※ 認印（会社角印等含む）、三文判、シャチハタでの押印は不可
※ 受験される方が「代表者」に当たる場合は、「営業許可証
のコピー/酒類販売免許のコピー」、必要に応じて「印鑑登
録証明書（コピー可）」をご提出ください 代表取締役　 上野文一 代表　 上野文一

職務経歴証明および従事証明押印見本

「代表者実印」

A 法人 B 個人
「会社実印」

代表者（所属長）の役職および氏名を明記

“実印”と判断できない
場合には返却いたします

見本 🅐職務経歴書

従事証明書

勤務先従事証明（会社実印または代表者実印の押印必須）

①会社名（店舗名）：

②役職･代表者名：

③所在地：

④TEL：
㊞

受験者氏名
生年月日
   （西暦） 年 月 日

受験番号受験呼称

西暦 年　月　日（発行日）

⬇　※以下より全て勤務先にて記入してください（受験者が記入した場合は受理いたしません）　⬇

勤務先
（店舗）
所在地

〒

職務内容 ※受験者が酒類・飲料のどのような職務に携わっているのかを詳細に明記
 ［記入例：ホテル宴会場で飲食サービス担当、食材卸売業で酒類の仕入れ担当など］

（いずれかに〇）
雇用形態 正社員　　　契約社員　　　派遣　　　パート／アルバイト／専従者　　　個人事業主

B従事証明書 一般社団法人日本ソムリエ協会

年 月 日 ～ 年 月 日
従事期間

入社（または飲料担当開始日） 退社（または基準日現在に至る）

年　カ月
年数（満）

勤務先名
店舗名/
部署名

実働時間 ※月間 90時間勤務の条件が満たされているかの確認事項（通常勤務の時間数を記入）
 （新型コロナウイルスにより出向・休業・時短勤務を余儀なくされた期間については就業していたとみなします）

実働時間 時間/日 月間
勤務日数 約 日 月間

実働時間 約 時間

新型コロナウイルスの影響により（会社都合に限る）
年 月 ～ 年 月まで  出向・休業・時短勤務  していました

（いずれかに〇）
該当する場合をし記入してください

上記に相違ないことを証明する　※①～④を全て記載、1つでも記載無き場合不備となります

※会社名（店舗名）、役職・代表者名、所在地、TELをゴム印押印または手書きの上、会社実印または代表者実印を朱肉で押印

上
記
従
事
期
間
に
在
籍
し
て
い
た
勤
務
先

に
て
証
明・押
印
を
お
願
い
し
ま
す

上記の者は、下記のとおり当社にて酒類・飲料に携わる職務に従事したことを証明します。

1. 会社名（店舗名をカッコ書き）、代表者役職と氏名、所在地、
TELの内容をゴム印押印または手書きしてください。

2. 右図A、Bの見本のように必ず「会社実印」または「代表者
実印」を朱肉で押印してください。

※ 認印（会社角印等含む）、三文判、シャチハタでの押印は不可
※ 受験される方が「代表者」に当たる場合は、「営業許可証
のコピー/酒類販売免許のコピー」、必要に応じて「印鑑登
録証明書（コピー可）」をご提出ください 代表取締役　 上野文一 代表　 上野文一

職務経歴証明および従事証明押印見本

「代表者実印」

A 法人 B 個人
「会社実印」

代表者（所属長）の役職および氏名を明記

“実印”と判断できない
場合には返却いたします

見本 🅑従事証明書

雇用形態に関わらず書類から読み取れない場合は、
別途書類を求めることがあります。

正社員以外、または特定の
職種に該当する場合、別途
書類が必要です。

会社名の後ろにカッコ
書きで店舗名を記入し
てください。

職務内容には酒類・飲料
との関わりを詳しく明記
してください。

新型コロナウイルスの影響が
ある場合、該当にまたは付記
し、期間を記入してください。
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ソムリエ、ワインアドバイザー認定後の経歴について　正社員以外、または特定の職種

契約社員、派遣
パート・アルバイト 代表者・事業主 専従者

飲食店（接待飲食等営業）、
航空・鉄道・船舶会社、
その他ソムリエ職種

教育機関・料理教室の講師
コンサルティング

･	従事証明書
･	給与明細（1カ月分、コピー
可、実働時間数表記必須、
現職の場合は2026年9月
28日以前のもの）

上記いずれか
※かけもち勤務、学生期間の
従事、扶養控除内の従事
の場合上記両方を提出

･	営業許可証のコピー
･酒類販売免許のコピー
 （現職の場合は有効期間内のもの）

上記いずれか
※	教育機関講師、コンサルタントの
代表者・事業主は右記 ※5 をご
参照

※	必要に応じて、履歴事項全部証明
書（3カ月以内、コピー可）、確定申
告書のコピー、決算報告書や事業
報告書のコピーなどを提出

①	従事証明書
②	青色申告決算書のコピー
（専従者給与の内訳）
または
白色収支内訳書のコピー

①、②両方

・従事証明書

※	全ての雇用形態が対象
※	勤務先の主たる事業が酒
類・飲料に該当しない方

※職務内容や職種が「その他
ソムリエ職種」に該当の方

①	従事証明書
②	月間スケジュール表・月間シフト表
③	教室・学校・会社の概要、パンフレッ
ト
④	確定申告書のコピーまたは該当勤
務先で発行された源泉徴収票（コ
ピー可）

①～④全て
※	代表者・事業主は①～④＋印鑑登
録証明書（３カ月以内、コピー可）

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

雇用形態に「契約社員」「派遣」
「パート／アルバイト」が
含まれる場合

※1

⇒『従事証明書』 『給与明細（1カ月分、コピー可、現職の場合は2026年9月28日以前のもの）』  いずれか提
出必須

受験資格となる条件（実働時間月90時間以上の従事）をクリアされているかを確認するため、「従事証明書」
「給与明細（1カ月分、コピー可）」 のいずれかを提出してください。
※いずれも発行元の「会社名（代表者名）」「発行年月（日）」「受験者氏名」「月間実働時間」の記載が必須です。
※「従事証明書」をソムリエ・ワインアドバイザー認定以降で該当する全ての勤務先に提出し、勤務先にて必要
事項を全て記入、会社実印または会社代表者の実印を押印いただいてください。

※「給与明細（1カ月分、コピー可）」を提出できる場合には、「従事証明書」を提出する必要はありません。ただ
し、給与明細に会社名、支給年月、受給者名、月間実働時間数が記載してある場合に限ります（後から手書
き付記したものは不可）。時間数が確認できない場合には「従事証明書」をご用意ください。

※専従者は従事証明書に加え白色または青色申告決算書（専従者給与の内訳など）の提出が必要です。
※「職務経歴書」には過去の経歴も含め現在の勤務先で証明を得てください。ただし過去の経歴を現在の勤務
先に提出されていることが前提です。

派遣社員の場合
※1

⇒ 派遣元（登録会社）から発行される『従事証明書』または『給与明細（1カ月分、コピー可、現職の場合は
2026年9月28日以前のもの）』　いずれか提出必須

※給与明細は派遣先の記載があるものに限ります。

複数の企業においてかけもち
勤務され、雇用形態が様々で
あった場合

※1

⇒ かけもち勤務されていた勤務先の『従事証明書』および同年月の『給与明細（1カ月分、コピー可）』  両方の
提出必須、合算して月90時間以上をクリアしている期間のみを従事年数としてカウント可

複数の会社でかけもち勤務され、従事期間がまたがる場合、該当する勤務先から発行された「従事証明書」と
同じ年月の「給与明細（1カ月分、コピー可）」の両方を提出してください。かけもちでない期間について、片方
のみで月90時間に満たない月は、従事期間として申請できません。合算して月90時間以上をクリアしている
期間のみを申請してください。

正社員以外で勤務していた
過去の勤務先が閉店している
場合

※1

⇒『従事証明書』 『給与明細（1カ月分、コピー可）』　いずれか提出必須

“正社員以外の従事” を通算経験年数に加算する場合、「給与明細」があれば1カ月分のコピー（会社名、支給
年月、受給者名、月間実働時間数の確認できるもの）を添付いただければ証明となります。「給与明細」がない
場合には、その当時の代表者や所属長に当たる方と連絡が取れ、「従事証明書」に記入してもらい、当時の役
職名、氏名、その方のご実印を押印いただければ「従事証明書」として成立します。入手できない場合、その期
間を経歴に加算することはできません。

【ソムリエ・エクセレンス受験対象】 職務経歴書に加え「その他必要書類」が求められる事例
ソムリエまたはワインアドバイザー認定後の経歴について、過去の経歴も含め「正社員以外、または特定の職種」の従事を
職務経歴・経験年数に加算する場合は、酒類・飲料に携わる職務に実働時間月90時間以上勤務し、その収入において生計
を立てていること（ソムリエの職務が主たる収入であり、全収入の60％以上であること）が条件となり、別途書類を提出で
きる場合のみ含めることができます。提出なき場合、その間を経験年数から差し引かせていただきます。
※ソムリエ、ワインアドバイザー受験時に申告していない過去の経歴を経験年数として追加することはできません。

受験対象の事例
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途中で雇用形態が変更に
なった場合

※1

⇒ 非正規雇用の期間の『従事証明書』の提出必須

入社時に「契約社員・派遣・パート・アルバイト雇用」であった方が、途中で「正社員雇用」となった場合、職務経
歴欄に非正規雇用と正社員の期間を分けて記入し、非正規雇用の期間について「従事証明書」を提出してくだ
さい。非正規雇用の期間を通算経験年数に加算されない場合は提出いただかなくても結構です。

受験者ご本人が
「代表者・事業主」である
場合

※2

⇒『営業許可証のコピー』 『酒類販売免許のコピー』　いずれか提出必須（現職の場合は有効期限内のも
の）、いずれか提出必須
教育機関講師・コンサルタントの代表者・事業主および個人事業主は『印鑑登録証明書（３カ月以内、コ
ピー可）』の提出必須

主たる事業が酒類・飲料を取り扱う事業であること、かつ全収入の60％以上をその職務より得ていることが
条件となります。過去の経歴も含め従事の証明として、第三者による証明が必要となります。事業主である場
合、「営業許可証のコピー」または「酒類販売免許のコピー」のいずれかを提出してください。
必要に応じて、履歴事項全部証明書（3カ月以内、コピー可）、確定申告書のコピー、決算報告書や事業報告書
のコピーなどを提出していただきます。

専従者の場合
※3

⇒『従事証明書』および『青色申告決算書 または 白色収支内訳書』　両方の提出必須

受験資格となる条件（実働時間月90時間以上の従事）を満たしているかを確認するため「従事証明書」の提
出、加えて無給でないことの証明として「青色申告書（専従者給与の内訳 欄必須）」または「白色収支内訳書」
の提出が必要です。

職種が飲食店（接待飲食等営
業）、航空・鉄道・船舶会社、
その他ソムリエ職種の場合

※4

⇒『従事証明書』の提出必須

勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない業種、または職務内容や職種が「その他ソムリエ職種」に該当
するため、雇用形態に関わらず「従事証明書」を提出してください。

酒類・飲料に携わる専門学校
や料理教室など教育機関に
おける講師、飲料・飲食に関す
るコンサルタントに従事する
場合

※5

⇒	①『従事証明書』、②講座または業務の『月間スケジュール表・月間シフト表（時間数の記載があるもの/勤務先の証
明印必須）』、③教室・学校・会社の概要や事業内容が分かる『パンフレット』、④『確定申告書のコピー』または『該当
勤務先で発行された源泉徴収票（コピー可）』を提出

準備期間も含め、酒類・飲料に携わる職務に月90時間以上従事されていること、かつ全収入の60％以上を
その職務より得ていることが条件となります。代表者・事業主の方は上記に加え「印鑑登録証明書（3カ月以
内、コピー可）」を提出してください。

新型コロナウイルス（2019年
12月～2023年5月）の影響に
よる異業種へ在籍出向、規定
時間に満たない従事を含める
場合

⇒『従事証明書』の提出必須

会社の指示・命令により、他社（異業種含む）へ在籍出向となった場合、テレワーク勤務や時短勤務、一時休業
となり実働時間が月90時間に満たない場合、在籍の会社（出向の場合：出向元）より発行される「従事証明
書」を提出していただく事により、その間の従事を経験年数に含めることができます。新型コロナウイルス感染
症に伴う会社指示・命令による場合のみ適用されます。ご本人の自主的な休暇や時短勤務などは対象外とな
ります。

複数の拠点（支店・事業所）の
ある企業に従事されている
場合

⇒実勤務先における支店・事業所長による押印でも可

本社の代表者・事業主の方に押印を頂くことが難しい場合、その支店・事業所長の方による会社実印または事
業所代表者の実印の押印でも構いません。受験者本人が支店・事業所長である場合は、本社代表者・事業主
の方による証明が必要です。

勤務先が外資系企業の
場合

⇒ 外資系企業で実印が無い場合は、代表者または所属長のサインで代用可

職務経歴証明欄の手続きが難しい場合は、会社レターヘッド用紙に勤務先情報、雇用形態、従事期間、職務内
容、実働時間数の内容を盛り込み、代表者または所属長のサイン（役職および氏名）を入れてご提出ください。

証明書類に勤務先情報の
記載がない場合

⇒該当の勤務先情報は必須

発行元の会社名、代表者名、所在地、発行年月日、受験者氏名の入らない添付書類は無効です。その書類を有
効とするためには会社代表者による署名・捺印が必要となります。

【テイスティング・実技受験者】
筆記試験当日に「職務経歴書」「従事証明書」「書類提出方法説明書」を配付いたします（テイスティング免除の方はご自身で
印刷の上、ご用意ください）。提出にあたっては、各自で郵便局にて「レターパックライト」をご購入のうえ、送付してください。

書類提出受付期間：2026年10月9日㈮ ～ 10月20日㈫ 必着
送付先： 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町17-3 JSAビル2F

一般社団法人 日本ソムリエ協会 呼称資格認定試験係 行
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